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一般競争入札 事後審査の手引き（建設工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石岡市総務部契約検査課 
  



１ 事後審査とは 

  事後審査とは、一般競争入札において第１位の落札候補者となった事業者

に対して入札公告で定める入札参加資格要件を確認し、落札者を決定するた

めに行う事務手続きです。 

 

２ 事後審査の流れ 

 

入札により第１位の落札候補者が決定 

 

 

 

石岡市総務部契約検査課から第１位の落札候補者へ入札結果の電話連絡及び

落札候補者通知をＦＡＸにより送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石岡市総務部契約検査課で提出された資料の審査 

 

 

 

落札決定 

事後審査資料の作成 

インターネット環境に 

不具合がある場合など 

紙媒体（ＦＡＸ）による資料作成 入力フォームによる資料作成 

事後審査資料の提出 

資料に補正が必要な場合

は追加資料の提出 



３ 資料作成の留意事項 

 （１）事後審査資料の提出については、参加申請書類等に必要事項を記載する事項を入力

フォームに入力することにより資料を提出する方法を原則とします。（インターネット環

境の不具合など特別な場合を除く） 

従来の参加申請書のワードデータに必要事項を記載して提出する方法では参加申請資

料の記載漏れや旧様式を使用することによる資料の補正が１年を通して多く発生してお

り、落札候補者となられた事業者の落札決定までに時間を要している原因のひとつとな

っております。「システムを使ったことがない」、「今までどおりのほうが早く提出できる」

などシステムの利用に不安がある事業者の方は契約検査課へご連絡いただければ入力方

法などのご説明をさせていただきます。落札候補者決定から契約締結までの時間を短縮

するためにもご協力をお願いします。 

（２）落札候補者となってから資料の提出までが１日と短い期間で資料の作成及び添付

資料の準備をすることになります。入札参加申請時から開札日までに応札した案件の事

後審査資料を準備するなど速やかに落札者が決定できるようにしてください。 

（３）落札候補者となってから資料の提出締め切りまでの期間については、事後審査資料

の提出及び補正がいつでも対応できる体制を整えてください。落札候補者が期日までに

事後審査資料を提出しない場合、指名停止等の措置を行うことがありますのでご注意く

ださい。 

 

 

  



４ 入力フォームによる資料作成の手順 

①石岡市ホームページ（トップページ）＞ しごと・産業・まちづくり ＞ 市が発注する仕事 ＞ 一般競争入札 ＞ 事後審査について  

  

 

ここをクリック 



②石岡市ホームページ 事後審査について 建設工事 

  

ここをクリック 



③入力フォーム 

会社名及び会社所在地を入力します 

 

 



④入力フォーム 

会社電話番号、会社ＦＡＸ、会社代表者氏名、会社代表者役職名を入力します。（担当者の入力は任意） 

 

 



⑤入力フォーム 

入札案件名を入力し、地方自治法施行令及び指名停止措置の該当の有無のラジオボタンをクリックします 

 

 

市道〇〇号線舗装工事 

記載例 



⑥入力フォーム 

重大な過失事故及び不正・不誠実な行為、市税の納付状況の有無のラジオボタンをクリックします 

 

 



⑦入力フォーム 

落札決定した場合の契約保証金の納付方法について、該当する方法のラジオボタンをクリックします。 

 

 



⑧入力フォーム 

経営事項審査結果通知書から対象案件に該当する工種、総合評定値、完成工事高及び建設業許可を入力し、ラジオボタンをクリックしま

す。 

重要 

最新の経営事項審査結果通知書の情報を入力するエラーが多く発生しています。定期受付又は追加受付で提出した結果

通知書から入力してください。  

土木一式工事 900 55,000 特定 
記載例 



⑨入力フォーム 

石岡市発注の手持ち工事の工事名、現場代理人、主任（監理）技術者及び請負金額を記載します。 

※随意契約については入力不要です。 

 

  

 

記載例 

市道〇〇号線道路改良工事 石岡太郎 八郷次郎 22,000,000 円 

〇〇小学校改修工事 南台一郎 柿岡花子 45,100,000 円 



➉入力フォーム 

当該工事に配置する現場代理人及び主任（監理）技術者の氏名、資格名、現在担当している工事及び請負金額を入力します。 

重要 

記載例の現場代理人及び主任（監理）技術者は、石岡市発注の建設工事と重複するため現場代理人の兼務届の提出が必要です。 

兼務届は事後審査資料提出期間内に兼務先との協議完了が必須となります。 

協議が整わない場合は別な現場代理人を配置していただくことになります。 

 

  

 

記載例 

石岡太郎 

八郷次郎 一級土木施工管理技士 市道〇〇号線道路改良工事 22,000,000 円 

10 年経験 市道〇〇号線道路改良工事 22,000,000 円 



令和　　年　　月　　日

発注課長　　様

受注者　　所　在

商　号

代表者 　　　　　

工 事 名

工 事 場 所

工 期

請 負 金 額

予 定 価 格 （ 税 込 み ）

工 事 概 要

現 場 代 理 人 氏　名　石岡　太郎 連絡先

氏　名　若松　三郎 連絡先

氏　名　園部　史郎 連絡先

発 注 課 協 議 担当者 協議日　　　　年　　月　　日

発 注 機 関

工 事 名

工 事 場 所

工 期

請 負 金 額

予 定 価 格 （ 税 込 み ）

工 事 概 要

氏　名　旭台　正雄 連絡先

氏　名　林　義雄 連絡先

発 注 課 協 議 担当者 協議日　　　　年　　月　　日

　　本届出を工事発注課及び契約検査課へ提出すること。発注課が異なる場合は，それぞれの課に提出
　し，発注課が同じ場合はそれぞれの工事ごとに提出すること。

　し，下欄は現場代理人が兼務となる工事の内容を記入すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　

連 絡 員

上記工事の現場代理人は，下記工事の現場代理人と兼務します。
なお，両工事の施工に当たっては，関係法令を遵守し，安全管理等に留意します。

連 絡 員

添付書類：上記二つの工事に係る位置図（工事現場間の距離を明示），工程表を添付すること。

※　現場代理人兼務届を提出する場合，上段の欄には兼務届を提出する課の工事内容を記載

現場代理人の兼務届

二つの工事が同時施工することを想定している
ため、連絡員はそれぞれの現場で作業している
方のうち現場代理人の代理となり得る方を記載
してください



                   （令和 7 年 2 月 10 日改正） 

 

 

 

※令和 7 年 2 月 10 日以降に告示又は通知する競争入札及び随意契約により契約を締結する建設工事へ経営業務管理責任者又は営業所の専任

技術者と現場代理人との兼務を試行導入します。 

※契約締結前に双方の発注者と協議が成立した場合に限り２つの現場を兼務させることができます。契約締結前に協議が成立しない場合は

兼務ができません。 

  

予定価格

4,500万円（税込）以上

予定価格

4,500万円（税込）未満

予定価格

4,500万円（税込）以上

予定価格

4,500万円（税込）未満

予定価格

4,500万円

（税込）以上

×

兼務不可

×

兼務不可

×

兼務不可

×

兼務不可

×

兼務不可

予定価格

4,500万円

（税込）未満

×

兼務不可

〇

兼務可

×

兼務不可

△

担当課の承諾が必要

〇

兼務可

予定価格

4,500万円

（税込）以上

×

兼務不可

×

兼務不可

×

兼務不可

予定価格

4,500万円

（税込）未満

×

兼務不可

△

※相手方の承諾が必要

△

※相手方の承諾が必要

国、県と契約する工事

契約締結をしようとしている工事

経営業務管理責任者

又は

営業所技術者

契約締結

をしている

工事

石岡市

国、県

石岡市と契約する工事

現場代理人の兼務例 



現場代理人と主任技術者の関係性 

・現場代理人が兼務できる例① ・現場代理人が兼務できる例② ・現場代理人が兼務できる例③ ・現場代理人が兼務できる例④ 

             

 

 

・現場代理人の兼務 認められない例 

  

 

工事１ 工事２

現場代理人 Aさん Aさん

主任技術者 Bさん Bさん

工事１ 工事２

現場代理人 Aさん Aさん

主任技術者 Bさん Cさん

工事１ 工事２

現場代理人 Aさん Aさん

主任技術者 Aさん Ｂさん

工事１ 工事２

現場代理人 Aさん Aさん

主任技術者 Aさん Aさん

工事１ 工事２ 工事３

現場代理人 Aさん Aさん Aさん

主任技術者 Bさん Cさん Dさん



⑪入力フォーム 

 

 

 

マ
ー
ク
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
フ
ァ
イ
ル
が
添
付
で
き
ま
す
（P

D
F

） 

個別告示の「落札候補者の事後審査」で提出を求められている資料について、こちらに添付

してください。 

「カ 営業所技術者証明書の写し」と「カ 専任技術者証明書の写し」は、どちらか一方の

提出となります。 



殿 

□印

一般建設業の許可について（ 通知 ） 

令和 年 月 日付けで申請のあった一般建設業については、建設業法第３条第１項 の規

定により、下記のとおり許可したので、通知する。 

記 

許可番号  

許可の有効期間 

許可 (般－ ) 第   号 

令和　年　月　日から 令和　年　月　日 まで 

建設業の種類 

土木工事業 

とび・土工工事業 

石工事業 

鋼構造物工事業 

舗装工事業 

しゆんせつ工事業 

水道施設工事業 

解体工事業

 注）許可の更新申請を行う場合の書類提出期限；令和　年　月　日 

（この日が行政庁の休日に該当する場合は、直後の開庁日） 

サンプル

当該入札に該当する工種の許可
が記載されている通知書を提出
します



様式第二十五号の十五（第十九条の九、第二十一条の四関係）

経営規模等評価の結果

許可　  －  号 総合評定値

審査基準日 令和  年  月  日

令和  年 月 日

印

（参　考）

［金額単位：千円］

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

①

⑥

⑦

⑧

⑨

営 業 年 数 年

二 級 登 録 経 理 試 験 合 格 者 の 数

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

若 手 技 術 職 員 の 継 続 的 な 育 成 及 び 確 保

人

人

技 術 者 数

技 能 者 数

人
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況

研 究 開 発 の 状 況

防 災 協 定 の 締 結 の 有 無

解 体

内 装 仕 上

合  計

雇 用 保 険 加 入 の 有 無

経 営 規 模 等 評 価 結 果 通 知 書
総 合 評 定 値 通 知 書

を通知します。

電 話 番 号
資 本 金 額
完 成 工 事 高 ／ 売 上 高 （ ％ ）
行 政 庁 記 入 欄

許
可
区
分

建　設　工　事　の　種　類
総合

評定値
（Ｐ）

完　成　工　事　高 元　請　完　成　工　事　高　及　び　技　術　職　員　数 自 己 資 本 額 及 び 利 益 額

監理補佐

数  値 点数

　年平均
評点
(Ｘ1)

元請完成工事高 技　　術　　職　　員　　数 評点
(Ｚ)

自 己 資 本 額 X

　年平均 一級 (講習受講) 基幹 二級 その他 利 益 額

土 木 一 式 評  点 （Ｘ2）
プレストレストコンクリート構造物

建 築 一 式 そ の 他 の 審 査 項 目 （ 社 会 性 等 ） 数 値 等 点数

大 工

左 官 健 康 保 険 加 入 の 有 無

とび・土工・コンクリート 厚 生 年 金 保 険 加 入 の 有 無

法 面 処 理 建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 加 入 の 有 無

石 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

屋 根 法 定 外 労 働 災 害 補 償 制 度 加 入 の 有 無

電 気

管 新 規 若 年 技 術 職 員 の 育 成 及 び 確 保

タイル・れんが・ブロック Ｃ Ｐ Ｄ 単 位 取 得 数 単位
鋼 構 造 物

Ｉ Ｓ Ｏ ９ ０ ０ １ の 登 録 の 有 無

建 設 機 械 の 保 有 状 況

鋼 橋 上 部 技 能 レ ベ ル 向 上 者 数 人
鉄 筋

エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ の 認 証 の 有 無

舗 装 控 除 対 象 者 数

し ゆ ん せ つ

板 金

ガ ラ ス 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況

塗 装 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な実施状況

防 水

Ｉ Ｓ Ｏ １ ４ ０ ０ １ の 登 録 の 有 無

②
機 械 器 具 設 置 民 事 再 生 法 又 は 会 社 更 生 法 の 適 用 の 有 無

熱 絶 縁 建 設 業 の 営 業 継 続 の 状 況 ③
電 気 通 信  台
造 園 防 災 活 動 へ の 貢 献 の 状 況 ④
さ く 井 営 業 停 止 処 分 の 有 無

建 具 指 示 処 分 の 有 無

水 道 施 設 法 令 遵 守 の 状 況 ⑤
消 防 施 設 監 査 の 受 信 状 況

清 掃 施 設 公 認 会 計 士 等 の 数

建 設 業 の 経 理 の 状 況

そ の 他

科　 　目 　決算 科　 　目 　決算 経　営　状　況 　決算 経　営　状　況 　決算

固 定 資 産 売 上 高 純 支 払 利 息 比 率 自己資本対固定資産比率

流 動 負 債 売 上 総 利 益 負 債 回 転 期 間 自 己 資 本 比 率

利 益 剰 余 金

固 定 負 債 受 取 利 息 配 当 金 総 資 本 売 上 総 利 益 率 営業キャッシュフロー

自 己 資 本 経 常 利 益

利 益 剰 余 金 支 払 利 息

総 資 本 （ 前 期 ）
営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ(前
期 )

総 資 本 （ 当 期 ）
営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ(当
期 )

評  点  （Ｙ） 評  点  （Ｗ）

研 究 開 発 費

台建 設 機 械 の 所 有 及 び リ ー ス の 台 数

売 上 高 経 常 利 益 率

- 79 -

許可区分、総合評定値完成工事高な
どを入札公告の参加要件と確認して
ください
最新の結果通知書で当該工事の建設
業許可及び総合評定値がない工種は
入札に参加できません



配置予定の現場代理人及び主任（監理）技術者の雇用を確認する書類（写し） 

１ 監理技術者資格者証 

２ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書 

３ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 

４ 所属会社の雇用証明書 

５ 商業登記簿謄本（健康保険・厚生年金被保険者とならない方） 

６ １から５に準ずる資料 

 

配置予定の主任（監理）技術者の資格等を確認する書類（写し） 

１ 監理技術者資格者証 

２ 合格証、免許証、登録証、資格者証、免状 

３ 実務経験証明書（当該工種のもの） 

 

直接的かつ恒常的（当該事業者と３箇月以上）な雇用関係が確認できる書類も必要となり

ます。現場代理人と兼務される技術者については、現場代理人の雇用を確認する書類によ

り確認できれば追加の資料は提出不要です。 

保有資格等により合格後、実務経験が必要となる場合がありますので、資格要件を十分に

確認のうえ提出してください。 

 



営 業 所 技 術 者 等 の 氏 名

営業所技術者等一覧表

石岡
イシオカ

　太郎
タロウ

建 設 工 事 の 種 類
フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

有 資 格 区 分営 業 所 の 名 称

本店 土－１
建－１
電－１
管－１
解－１

別紙四

令和　　　年　　　月　　　日

記載例

当該入札の該当工

種が記載されている



第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 

 



工事実績を確認できる書類 

コリンズの竣工登録から確認します。コリンズの工事概要から当該公告で必要となる工事

実績が判断できない場合、実績となる工事の金抜き設計書等をコリンズと一緒に添付して

ください。 




